
 

宮若市告示第２６４号 

 

 

 

入 札 公 告 

 

 

 宮若市が発注する建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うため、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び宮若市契約規則

（平成１８年規則第３５号）第６条の規定により公告する。 

 

 

令和７年１１月１２日 

 

 

宮若市長  塩 川 秀 敏   

 

 

１ 工事名     鶴田地区冠水対策工事             

 

 

 ２ 入札に付する事項について 

  別紙「発注表」のとおり 

 

 

 ３ 入札に参加する者に必要な資格 

  一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものでなければ

ならない。 

 

(1)  地方自治法施行令第１６７条の４に規定するものに該当しないこと。 

(2)  対象工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に

よる許可を受けている者及び同法第２７条の２３第１項の規定による経営に

関する事項の審査を受けている者 

(3)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者にあっては、

同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がなされ、更正手続開始決定後の

建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受けていること。 

(4)  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者にあっては、

同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされ、再生手続開始決定後の

建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受けていること。 



 

(5)  入札公告日において、宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱（平

成１８年宮若市告示第３５号）の規定に基づく指名停止期間中でないこと。 

(6)  宮若市から入札により受注した工事が、入札申込期限までに施工中でないこ

と。(入札申込期限から本工事の開札までの間に、落札した場合も同様とする。

また、工事には特定建設工事共同企業体の構成員及び不落又は入札不成立に

より随意契約で発注した工事を含む。）※完成検査が未了の工事は、施工中と

する。 

(7)  その他対象工事ごとに定める資格要件（別紙発注表）を満たしている者 

 

 

 ４ 入札の無効 

(1)  金額の記載がないもの 

(2)  法令又は入札に関する条件に違反したとき。 

(3)  同一入札者が２以上の入札をしたとき、当該入札者のすべての入札 

(4)  電子入札の場合、入札者が有効な電子証明書を取得しておらず（紙入札方式

による場合は、入札者の記名又は押印がなく）、入札者が判明しない入札 

(5)  金額の重複記載、誤字又は脱字があって必要事項が確認できないとき。 

(6)  最低制限価格に満たない入札 

(7)  入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しないもの 

(8)  談合その他の不正行為によってされたと認められる入札 

(9)  入札参加資格の無い者がした入札 

(10)  工事費内訳書について 

ア 入札書提出時に、工事費内訳書の提出がない入札 

イ 入札書の額と一致しないもの 

ウ 入札書に記載した入札金額に対応した工事費内訳書の提出がない入札 

(11)  開札までの間に、上記３「入札に参加する者に必要な資格」の(6)に該当す 

る者又は該当すると見込まれる者のした入札 

(12)  建設業法に規定する技術者の配置が出来ない場合 

(13)  その他、特に指定した事項に違反したもの 

   

 

 ５ 入札要領等 

(1) 入札に参加する者は、入札について談合等不正な行為をしてはならない。 

(2) 入札者は工事仕様書、設計図書及び現場熟知のうえ入札することとする。 

(3) 当入札は、最低制限価格を設けることとする。 

(4) 入札者は、定められた申込期限までに、電子入札システムにより入札を行うこ

と（ただし、パソコントラブル等によりやむを得ず電子入札に参加できない場合

は、紙入札方式参加届出書（様式第１号）を提出することにより、紙入札を認め

る。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照）。 



 

(5) 入札書は、市が指定する様式とする。 

(6) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当す

る金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(7) 電子入札案件において、開札の立会いは行わない。 

(8) 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札者の内、最低価格の入札

者を落札者と決定する。ただし、同価格の入札であったときは、「くじ」によっ

て落札者を決定する。 

(9) 入札の回数は、１回とする。 

(10)  落札者は、契約金額の１００分の１０以上の額に相当する額の契約保証金又

はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。 

(11)  工事施工に当たり、一括下請負は建設業法で禁止されており、一括して他人

に請け負わせてはならない。（一括して請け負ってもならない。） 

(12)  入札参加者が入札を辞退するときは、開札時刻までに電子入札システムによ

り入札辞退届を提出すること。（紙入札の場合は、持参にて管財課契約検査係ま

で提出すること。） 

(13)  配置予定技術者届により配置予定とされた技術者が、届出後の事情により建

設業法に基づく現場配置ができない事が判明した時には、技術者を差し替えた

配置予定技術者届及び関係書類を開札時刻までに再提出すること。 

また、事情により技術者の現場配置が不可となった時には、開札時刻までに 

入札辞退届を持参にて、管財課契約検査係まで提出すること。 

(14)  入札は、２人以上の入札者の参加がなければ成立しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

宮若市告示第２６４号による 発注表 

工事名 鶴田地区冠水対策工事 

工事箇所 宮若市鶴田字中村 

予定工期 220日間 

予定価格（税抜き） 78,469,000円 

最低制限価格（税抜き） 71,092,000円 

工事費内訳書 必要 

工事概要 工事長 L＝193.0ｍ 土工 1式 擁壁工 1式 嵩上げ工 1式  

コンクリートブロック積み工 1式 排水構造物工 1式  

法面保護工 1式 張りコンクリート工 1式 階段工 1式  

舗装工 A＝1686.0㎡ 縁石工 L＝136.8ｍ 防護柵設置工 1式  

区画線工 L=430.0ｍ 道路付属物設置工 1式  

坂路工 Ａ＝41.0㎡ 構造物取り壊し工 1式 仮設工 1式 

工事担当課・係（担当者） 土木建設課 建設係 （ 吉井 ） 

設計図書等について ■ 宮若市ホームページ＞電子入札システムポータルサイト＞入札 

情報公開システムよりダウンロードすること。 

■ 自社でダウンロードできない方は、以下までご連絡してください。

必ず事前に電話のうえ、受け取り日時を確認してください。 

※枚数に応じ、コピー代金が必要です。（１枚毎１０円） 

【連絡先】宮若市役所 管財課契約検査係 

     電話：0949‐32‐0761 

工事内容に関する質疑 令和７年１１月２０日までに工事担当課へFAXにて質疑 

 ※ 質疑がある場合は、事前に工事担当課に電話のうえ、FAXしてく

ださい。 

質疑に対する回答 令和７年１１月２５日までに、原則質疑者のみにFAXにて回答します。 

入札方法 電子入札システムによる 

入札参加申込期間 令和７年１１月１２日から令和７年１１月１８日 午後５時１５分ま

で 

【添付が必要な書類】 配置予定技術者届（様式第５号） 

入札参加資格確認通知 令和７年１１月１９日まで（市より通知） 

入札書提出期間 令和７年１１月２０日から令和７年１２月２日 午前９時００分まで 

【添付が必要な書類】 工事費内訳書（詳細） 

※ 工事費内訳書に明細書がある場合は、明細書も添付すること。 

開札日時及び場所 入札終了後、直ちに管財課契約検査係において行う。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない。 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要 



 

契約書の要否 必要 

契約条項を示す場所 宮若市役所 管財課 契約検査係 

前金払 契約金額300万円以上のものについて、保証会社の保証があるときは、

契約金額の10分の4以内の前金払を受けることができる。 

議会の議決 無し 

その他工事ごとに定める

資格要件 

■ 令和７年度宮若市の建設工事有資格者名簿に市内業者として登録さ

れており、土木一式工事を第1希望としている者で、土木一式工事に

係る等級が「A等級」であるもの 

■ 令和７年度に宮若市から入札により受注した工事件数が、入札申込

期限までに１件以下であり、かつ、施工中でないこと。（不落又は入

札不成立により随意契約で発注した工事を含む。）※完成検査が未了

の工事は、施工中とする。 

技術者等の配置 ■ 技術者等の配置について、以下の条件を満たすこと。 

 ・「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を持った技

術者を現場専任で配置できること。（特定営業所技術者である者は

現場での配置不可）ただし、建設業法第26条第3項ただし書き又

は同法第26条の5の特例を受けようとする場合については、監理

技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を全て満たし

ていることを条件とする。 

・３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者を建設業法に従い配置

できること。 

 ・３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できる 

こと。 

 ・上記の雇用関係を証明する書類の提出を求められた場合は提出する 

こと。 

 


